
 

 

 
兵庫県産休・育休代替職員（県立こども病院）採用試験案内 

 

◇受付期間  令和７年３月 14日（金）まで 

◇試 験 日  応募書類到着後 7 日以内に書類選考を実施の上、通過者へ面接の日時を連絡 

  ◇勤務場所  兵庫県立こども病院 

１ 産休・育休代替職員について                                 
 (1) 今回募集する産休・育休代替職員とは、県立こども病院で産休又は育児休業を取得した

職員の代替として勤務する職員で、正規職員と同様の業務に従事します。 

 (2) 職員の産休期間中は臨時的任用職員として、育児休業期間中は育休任期付職員として採

用されます。（育休任期付職員の採用は、各所属による面接に合格する必要があります。） 

(3) 育休任期付職員の任用期間は、職員の育児休業期間に応じて決定します（最長約２年 10

ヶ月）。なお、一つの任期は１年以内とし、勤務実績や職員の育児休業期間に応じて１年

度毎に任期を更新します。 

(4) 採用は、職員の産休及び育児休業の取得状況に応じて決定するため、合格者ごとに採用

時期や任用期間が異なります。 

(5) 職員の産休及び育児休業の取得状況や育休任期付職員採用前に実施される面接の結果

によっては、採用されない場合があります。 

 (6) 産休・育休代替職員への採用は、任期の定めのない職員の任用に際して、いかなる優先

権を与えるものではありません。 

 

【採用までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 募集職種・採用予定人員・職務内容                            

 職 種 
採  用 
予定人員 

職 務 内 容      

ＭＳＷ（医療ソー

シャルワーカー） 
１名程度 医療相談等 

(注)１ 採用予定人員は、変更することがあります。 
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３ 受験資格                           

(1) 社会福祉士の資格を有する方 

 (2) 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項のいずれかに該当する者は、 

受験できません。 
    ・禁錮

こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
    ・兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
    ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊す 

ることを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 
    

                                                              

４ 申込方法等       
 (1) 申込方法 
   ア 受験申込書に必要事項を記入し、写真を貼って、封筒の表に「産休・育休代替職員登

録試験申込書在中」と朱書きの上、(2)の申込先まで郵送してください。 
  イ 応募書類到着後７日以内に書類選考を実施の上、書類選考通過者へ面接の日時を連絡

します。 
 (2) 申込先 

申込先 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 

兵庫県立こども病院 

ＴＥＬ ０７８－９４５－７３００ 

 

５ 選考試験方法                               

(1) 口述試験 

     責任感、コミュニケーション能力、協調性、理解力、知識・技術等について個別面接を

行います。 

（一人 20 分程度） 

 (2) 試 験 日  

申込み後、別途お知らせします。 

 (3) 試験会場 

    兵庫県立こども病院 

 

６ 合格発表                                   

  書類選考および面接試験後、7 日以内に文書もしくは電話連絡にて通知します。 

 

７ 任用期間                                    

(1) 臨時的任用職員 

  令和７年５月上旬～ 

  ※終了日は職員の産休期間に応じて決定します。 

 (2) 育休任期付職員 

職員の育児休業期間に応じて決定します（最長約２年 10ヶ月）。なお一つの任期は１年

以内とし、勤務実績や職員の育児休業期間に応じて１年度毎に任期を更新します。 

 

８ 勤務条件等                                 

(1) 月額給与（給料＋地域手当） 

月額 212,783 円～282,361 円（昇給あり：ただし上限あり） 



 

 

※1 行政機関、民間企業等での経歴に応じて加算される場合があるほか、 

給与改定によって給料月額が変わることがあります 

    ※2 報酬額の算定は、採用手続き時に職歴の期間等の証明書類により個別決定します。

また、報酬額の個別照会には応じられませんのでご留意ください。 

(2) 諸 手 当  

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等がそれぞれの規 

定によって支給されます。 

(3) 勤務時間 

   週３８時間４５分（7 時間 45 分×週５日） 

(4) 休  暇 

年次有給休暇は任期に応じて年間最大 20 日間となります（引き続き更新された場合、繰

り越されます。）。その他、夏季休暇等任用条件に応じた各種休暇・休業制度（有給・無給）

の適用があります。 

 (5) そ の 他 

地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分

等の対象となります。 

 

９ その他                                    

受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明し

た場合は、合格を取り消します。 


